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１ 審査基準書の位置付け 

本審査基準書は、桶川市（以下、「市」という。）が桶川市坂田地区公共施設等整備事業（以

下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下、「事業者」という。）を選定するにあた

り、「桶川市坂田地区公共施設等整備事業者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）に

おいて、最も優れた提案者を選定するための方法、選定の基準等を示したものであり、募集要項

と一体のものとする。 

 

 

２ 審査方法 

事業者から提出された提案書に対して、資格要件、要求水準への適合、企業の財務状況、事業

計画、施設計画、維持管理計画及び資金計画に関する評価により審査を行う。 

なお、審査は次の方法で行う。 

・ 採点は委員会の合議とする。 

・ 応募事業者については、実名審査とする。 

 

 

３ 審査体制 

優先交渉権者の選定に当たり、外部委員 10 名で構成される選定委員会により、提案書の審査

を行い、最優秀提案及び次点を選定する。 

市は、選定委員会の審査結果を参考に、優先交渉権者及び次順位交渉権者（次点）を選定する。

市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が調わない場合は次順位交渉権者と協議する。 

 

 

４ 選定結果の公表 

選定結果は各提案者に個別に通知するほか、市ホームページにて公表する。 

公表内容は、次のとおりとする。 

・ 優先交渉権者及び次順位交渉権者（次点） 

・ 優先交渉権者の選定理由 

・ 提案事業者名 

・ 審査委員氏名 
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５ 審査フロー 

審査の流れは以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設賃料等・地代の審査 

要求水準への適合審査 

失格 
・資格無しの場合 

提案書の受付 

（資格要件を満たしているか） 

（要求水準が満たされているか） 

（審査項目に関して専門性 

を配慮した採点） 

（価格の採点） 

資格審査 
【基礎審査】 

失格 

失格 

失 

 

・提示した条件を満たし

ていない場合 

失格 
・要求水準を満たさない場合 

【提案内容審査】 

内容審査 

価格審査 

総合評価 

選定委員会による最優秀提案及び次点の選定 

市による優先交渉権者及び次順位交渉権者の選定及び公表 

（内容審査、価格審査 

の得点を合計して総合評価） 

(公共施設賃料等は基準額以下か 

     また、基準地代単価以上か） 



 3 

６ 審査項目と配点 

（１）基礎審査 

・ 資格審査は、募集要項に示した資格要件、構成員の制限に基づき確認する。 

・ 資格審査の結果、提案施設の運営を行う企業の経営状況が悪く、事業の安定性が見込めな

い場合には失格とする場合がある。 

・ 公共施設賃料等及び地代の審査は、市が設定する公共施設賃料等の基準額及び基準地代単

価に対し、応募者の提案価格がその条件を満たしているかどうかを確認する。 

・ 要求水準への適合審査は、応募者から提出された提案書類等の各様式に記載された内容が、

要求水準書に示す要件を満たしているかどうかを確認する。 

 

（２）提案内容審査 

ア 内容審査 

内容審査の審査項目、評価の視点、及び配点は以下に示すとおりとする。 

 

① 事業計画に関する事項【３５点】 

審査項目 評価の視点 配点 様式 No 

事業 

コンセプト 

・ 本事業の目的を十分に理解した提案となっている。 

・ 事業対象地の将来像がイメージできる具体的で明快な提

案となっている。 

・ 公共機能と民間機能が一体的となった市民へのサービス

が具体的である。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

５ 

様式 3－2 

(A3版 1枚) 

 

図面集 

事業実施 

体制 

・ 本事業の実施体制が明確である。 

・ 事業実績が豊富で円滑な実施が期待できる。 

・ 市内事業者の育成が配慮されている。 

・ その他、優れた実施体制が構築されている。 

５ 
様式 3－3 

(A3版 1枚) 

事業リスク、 

事業収支計画

について 

・ 本事業の想定される事業リスクを明確に抽出・分析し、そ

の事業リスクに対して保険、資金ストック、バックアップ

体制等が考慮されている。 

・ 事業の安定性を確保するための方針が明確である。 

・ 実績に基づく事業収支計画が立案されている。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

１０ 

様式 3－4 

(A3版 1枚) 

 

(事業収支に関

する提案書) 

民間施設の 

提案について 

・ 立地分析に基づく用途選定・規模設定がなされている。 

・ 上位関連計画等における地区の位置付けと整合している。 

・ 民間施設の内容（営業種目、販売内容、営業時間）が具体

的な提案となっている。 

・ 民間施設の運営・事業計画等において、事業期間にわたる

事業安定化方策について具体的な提案となっている。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

１５ 

様式 3－5 

(A3版 3枚) 

 

(事業収支に関

する提案書) 
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② 設計・建設に関する事項【３０点】 

審査項目 評価の視点 配点 様式 No 

全体の 

整備計画 

・ 本事業のコンセプトを踏まえた整備方針が明確に示され

ている。 

・ 本施設全体が一体的な利用を図ることができる合理的か

つ魅力的な土地利用（ゾーニング）及び施設配置となって

いる。 

・ 周辺環境（景観、道路、住宅、幼稚園等）への配慮がなさ

れている。 

・ 公共施設と民間施設が連携し賑わいを演出する魅力的な

提案となっている。 

・ 公共施設利用者、民間施設利用者、搬入動線など、各動線

が適切に計画されている。 

・ 災害時に地域住民の避難場所となることに配慮した配置

計画、動線計画となっている。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

１０ 

様式 4－3 

(A3版 2枚) 

 

図面集 

公共施設の 

諸室計画 

について 

・ 要求水準書の内容を的確に捉え、公共施設としての親しみ

やすさを備えた計画となっている。 

・ 各諸室機能の特性を踏まえた合理的かつ魅力的な諸室の

配置となっている。 

・ 各諸室機能（体育室、軽体育室、図書室等）の具体的な利

用イメージが提案されている。 

・ 利用者動線とサービス提供者動線が適切である。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

１０ 

様式 4－4 

(A3版 2枚) 

 

図面集 

ライフサイクルコ

スト低減、ユニ

バーサルデザイ

ン等について 

・ ライフサイクルコストの低減を実現させるための施設計

画（システム・技術・配置の効率化など）における具体的

な提案がある。 

・ 各諸室の機器・備品のメンテナンスが適切に行える具体的

な提案がある。 

・ すべての利用者が安心して利用できるようユニバーサル

デザインに配慮されている。 

・ 防災性、防犯性等に配慮した提案となっている。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

５ 

様式 4－5 

(A3版 1枚) 

 

図面集 

施工計画 

について 

・ 既存施設の解体を考慮した安全かつ確実な工程及び施工

計画への配慮がなされている。 

・ 工事期間中の騒音や振動等、周辺環境への配慮や付近の通

行者の安全確保等について具体的な方法が提案されてい

る。 

・ 品質確保について、具体的な方法が提案されている。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

５ 

様式 4－6 

(A3版 1枚) 

様式 4－7 

(A3版 2枚) 

図面集 
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③ 維持管理に関する事項【１０点】 

審査項目 評価の視点 配点 様式 No 

維持管理に関す

る業務の実施計

画について 

・ 緊急体制・バックアップ体制等に優れた提案がある。 

・ 各業務を効率的・効果的に行う具体的な提案（頻度・スケ

ジュール等）がある。 

・ 各業務のサービスレベルの維持・向上に関する優れた提案

がある。 

・ 安全性に対する具体的な提案がある。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

３ 
様式 6－2 

(A3版 1枚) 

省エネルギ

ー、ライフサ

イクルコスト

の縮減につい

て 

・ 複数業務の集約化等ライフサイクルコスト最小化のため

の方策に優れた提案がある。 

・ 光熱水費等の低減化について具体的な提案がある。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

３ 

様式 6－3 

(A3版 1枚) 

 

(事業収支に関

する提案書) 

修繕・更新業

務について 

・ 建築物を長期的に機能維持していく視点にたった上での

事業期間における適切な修繕・更新業務の提案となってい

る。 

・ 具体的な実施スケジュールの提案がある。 

・ 技術的に優れた提案がある。 

・ その他、優れた提案が含まれている。 

４ 

様式 6－4 

(A3版 1枚 

 

(事業収支に関

する提案書) 

 

④ その他【５点】 

審査項目 評価の視点 配点 様式 No 

各項目相互の整

合性について 

・ 各項目相互の整合性が図られている。 

・ 任意提案において優れた提案がある。 
５ ― 

 

※上記項目に該当しない、又は、判断できない提案については、選定委員会で協議のうえ、新たに

評価項目を加える場合がある。 
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イ 価格審査 

価格審査の配点の考え方は、下表に示すとおりです。 

評価の視点 配点 評価方法 

公共施設賃料（歳出） 

     ―地代総額（歳入） 
20点 

提案価格が最も低い応募者を 20点とし、他の応募者

については下記式で算定 

 

20点－{（当該提案価格－最小提案価格）÷1億円} 

 

ウ 総合評価 

内容審査及び価格審査の得点合計により最優秀提案及び次点を選定します。 

なお、最高得点が同点の場合は内容審査点において上位の者を最優秀提案とします。 

審査項目 配   点 

内容審査点 ８０点 

価格審査点 ２０点 

 


